
高南小学校ホームページ運営規約

平成２３年４月 
高南小学校ホームページ委員会

１， ホームページ公開の目的

○ 本校の教育活動の特色を紹介し、保護者・地域の方々等に広く理解を得る。 
○ 本校の研究内容を公開し、得られた情報を有意義に活用する。

○ 児童の学習活動や学習成果を発表する。

２， ホームページ運営の組織

○ ホームページの運営・管理は、校長、副校長、ホームページ委員会を中心に行う。 

３， ホームページ公開にあたっての責任と運営方法

○ 本校ホームページ公開については、学校長がその責任を負う。 
○ 公開にあたっては、事前に校長の許可を得ることとする。

○ 個々のページの作成と変更は、基本的には関係する領域の担当者が行うこととする。

○ ホームページの更新作業は、基本的にはホームページ委員会が行う。 
○ ページ公開後に、内容の問題が判明した場合は、速やかに削除し、適切に対応する。

４， 公開する情報に対する基本的な考え方

① 公開しない情報

○ 児童とその保護者、教職員、地域住民の生命・財産に危険を与える、又は人権を侵害するお

それのある情報。（例、個人の住所・氏名・電話番号・個人が特定される写真等）

○ 人権を侵害する、モラルに反する内容。

○ 著作権を侵害する、法律に触れる内容。

② 保護者の了解を得る必要のある情報

○ 個人が特定できる写真や、児童の作品を掲載する場合、必ず児童本人と保護者の了承を得る。

（事前に掲載予定ページのコピーを、児童本人とその保護者に渡して見てもらう。）

③ 著作権について

○ 本校ホームページに高南小学校の著作権を主張する旨を明記し、画像等の無断での複製・転

用を禁止する。

○ 情報が著作権に触れるおそれのあるものか慎重に検討し、そのおそれのある情報については、

一切掲載しない。

５， その他

① 本規約の内容変更は、職員会議で検討後、学校長が決定する。（毎年、年度始めに更新する。）ま

た本規約は、ページ上に公開する。

② ページは以下のいずれかにあてはまる場合削除する。

○ 運営組織が審議の結果、公開するに好ましくないと判断された場合

○ 著作権・肖像権のある児童、及びその保護者から削除の依頼があった場合

○ 掲載後、２年以上が経過したページ

③ 公開したページは、情報媒体に記録保管する。（保管期限 ２ 年） 
④ 本規約は平成２３年４月より施行する。


